
お 

知 

ら 

せ 

 

令
和
七
年
四
月
八
日
付
け
鹿
児
島
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号
で
、
次
の
事
業
に
つ
い
て
、
土
地
収
用

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
認
定
の
告
示
が
あ
り
ま
し
た
。 

  
 

起
業
者
の
名
称 

 
鹿
児
島
市 

  
 

事
業
の
種
類 

 

鹿
児
島
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業 

  
 

事
業
認
定
の
告
示
が
あ
っ
た
土
地 

 

鹿
児
島
市
石
谷
町
地
内 

  

つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
四
月
八
日
か
ら
次
の
よ
う
な
効

果
が
発
生
し
て
い
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

  
 

１ 

土
地
に
対
す
る
補
償
金
の
額
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
。 

 
 

２ 

土
地
の
形
質
等
の
変
更
及
び
関
係
人
の
範
囲
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
。 

 
 

３ 

同
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
決
申
請
が
行
え
る
こ
と
。 

 
 

４ 

同
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
の
支
払
い
請
求
が
行
え
る
こ
と
。 

 
 

５ 

明
渡
裁
決
の
申
立
て
が
行
え
る
こ
と
。 

  

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
左
記
の
と
こ
ろ
に
関
係
書
類
を
用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
参
照

く
だ
さ
い
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鹿
児
島
市
役
所
教
育
委
員
会
教
育
部
保
健
体
育
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒
８
９
２‐

８
６
７
７ 

鹿
児
島
市
山
下
町
６
番
１
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鹿
児
島
市
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
１
階 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

℡ 

０
９
９‐

２
２
７‐

１
９
８
９ 


